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一　

大
輔
命
婦
の
登
場
場
面

『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
光
源
氏
が
末
摘
花
の
も
と
に
導
か
れ

て
い
く
。
光
源
氏
を
導
い
た
の
は
大
輔
命
婦
と
い
う
女
房
で
あ
っ
た
。
大
輔

命
婦
は
、「
末
摘
花
」
巻
に
の
み
登
場
す
る
女
房
で
あ
り
、
大
き
な
特
徴
と
し

て
、
両
親
を
含
め
て
、
出
自
が
詳
細
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

左
衛
門
の
乳
母
と
て
、
大
弐
の
さ
し
つ
ぎ
に
思
い
た
る
が
む
す
め
、
大

輔
命
婦
と
て
、
内
裏
に
さ
ぶ
ら
ふ
、
わ
か
む
ど
ほ
り
の
兵
部
大
輔
な
る

む
す
め
な
り
け
り
。
い
と
い
た
う
色
好
め
る
若
人
に
て
あ
り
け
る
を
、

君
も
召
し
使
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
。
母
は
筑
前
守
の
妻
に
て
下
り
に
け
れ

ば
、
父
君
の
も
と
を
里
に
て
行
き
通
ふ
。�

（「
末
摘
花
」
①
二
六
六
頁
（
１
））

こ
こ
で
は
ま
ず
、
大
輔
命
婦
の
両
親
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
母
は
左
衛

門
の
乳
母
と
呼
ば
れ
る
光
源
氏
の
乳
母
で
あ
り
、
光
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
の

「
さ
し
つ
ぎ
」
に
思
っ
て
い
る
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
父
は
、「
わ
か
む

ど
ほ
り
の
兵
部
大
輔
」
で
あ
る
が
、「
末
摘
花
」
巻
の
時
点
に
お
い
て
は
、
左

衛
門
の
乳
母
と
兵
部
大
輔
は
す
で
に
離
縁
し
て
お
り
、
左
衛
門
の
乳
母
は
筑

前
守
の
妻
と
な
っ
て
下
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
兵
部
大
輔
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
。

父
の
大
輔
の
君
は
、
ほ
か
に
ぞ
住
み
け
る
。
こ
こ
に
は
時
々
ぞ
通
ひ
け

る
。
命
婦
は
、
継
母
の
あ
た
り
は
住
み
も
つ
か
ず
、
姫
君
の
御
あ
た
り

を
睦
び
て
、
こ
こ
に
は
来
る
な
り
け
り
。

�

（「
末
摘
花
」
①
二
六
七
～
二
六
八
頁
）

兵
部
大
輔
は
「
ほ
か
に
ぞ
住
み
け
る
」
と
あ
り
、
す
で
に
左
衛
門
の
乳
母
と

は
別
の
女
性
と
関
係
を
持
ち
、
共
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
継
母

に
な
じ
め
な
い
大
輔
命
婦
は
「
姫
君
の
御
あ
た
り
」
を
頼
っ
て
末
摘
花
邸
に

奉
仕
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
大
輔
命
婦
自
身
に
つ
い
て
は
、「
い
と

大
輔
命
婦
の
人
物
設
定

―
『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」
巻
に
お
け
る
造
型
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て

―佐　
　

藤　
　

洋　
　

美
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い
た
う
色
好
め
る
若
人
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
内
裏
に
仕
え
る
女
房
で
あ
り
な

が
ら
も
、
光
源
氏
も
召
し
使
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
出
自
が
詳
細
に
設
定
さ
れ
る

女
房
は
他
に
い
な
い
。
今
井
源
衛
は
大
輔
命
婦
を
「
も
っ
と
も
リ
ア
ル
に
内

面
的
な
動
き
を
見
せ
る
」
人
物
で
あ
る
と
し
、
大
輔
命
婦
の
動
き
が
末
摘
花

物
語
を
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
２
）。
ま
た
、
末
摘
花
と
大
輔
命

婦
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
白
方
勝
が
「
女
房
同
然
の
立
場
で
あ
っ
た
」

と
し
て
い
る
が
（
３
）、
坂
本
共
典
は
「
故
常
陸
宮
邸
で
、
命
婦
は
末
摘
花
の
女
房

待
遇
で
は
な
い
」
と
し
（
４
）、
陣
野
英
則
は
末
摘
花
だ
け
で
な
く
光
源
氏
に
対
し

て
も
「
擬
似
的
な
主
人
」
で
「
中
途
半
端
」
な
関
係
に
あ
る
と
論
じ
て
お
り
（
５
）、

大
輔
命
婦
が
光
源
氏
と
末
摘
花
の
両
者
に
対
し
て
女
房
の
立
場
に
な
か
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
輔
命
婦
と
物
語
展
開
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
は
、
西
郷
信
綱
（
６
）や
陣
野
英
則
（
７
）は
「
を
こ
」
物
語
と
し
て
の
末
摘
花

物
語
が
要
請
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
西
郷
は
大
輔
命
婦
を
光
源

氏
の
「
乳
兄
弟
」
と
と
ら
え
、
陣
野
は
「
視
点
人
物
」
と
し
て
の
役
割
に
注

目
す
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
大
輔
命
婦
が
光
源
氏
の
乳
母
の

子
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
末
摘
花
と
も
繋
が
り
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
、
母

左
衛
門
の
乳
母
や
父
兵
部
大
輔
の
具
体
的
な
官
職
や
現
在
の
状
況
と
共
に
語

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吉
海
直
人
は
、
大
輔
命
婦
は
「
片
や
源

氏
の
乳
母
子
、
片
や
末
摘
花
の
親
類
と
い
う
二
重
構
造
」
を
も
つ
人
物
で
あ

り
、「
そ
の
複
雑
な
人
間
関
係
が
物
語
展
開
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ

る
（
８
）。
大
輔
命
婦
は
「
末
摘
花
」
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
末
摘
花
の
物
語
を
展

開
さ
せ
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
に
類

を
見
な
い
ほ
ど
細
か
な
人
物
設
定
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
物
語
上
の
意

味
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
、
大
輔
命
婦
の
出
自
に
つ
い
て
父
方
と
母
方
の
両
面
か
ら
と
ら

え
直
し
、
大
輔
命
婦
が
「
大
輔
命
婦
」
と
し
て
詳
細
な
人
物
設
定
の
も
と
に

造
型
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、「
末
摘
花
」
巻
に
お
け

る
末
摘
花
物
語
を
拓
く
女
房
と
し
て
の
大
輔
命
婦
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

二　

左
衛
門
の
乳
母
の
位
置

ま
ず
、
大
輔
命
婦
の
母
で
あ
る
左
衛
門
の
乳
母
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

左
衛
門
の
乳
母
は
、
光
源
氏
の
乳
母
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』

に
見
え
る
光
源
氏
の
乳
母
と
し
て
は
、
左
衛
門
の
乳
母
の
ほ
か
に
も
う
一
人
、

大
弐
の
乳
母
が
い
る
。
大
弐
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、「
夕
顔
」
巻
で
光
源
氏
が

見
舞
い
に
行
く
場
面
が
見
え
る
（「
夕
顔
」
①
一
三
五
頁
）
が
、
光
源
氏
が
最

も
信
頼
し
、
重
ん
じ
て
い
た
乳
母
で
あ
る
こ
と
が
様
々
な
形
で
描
写
さ
れ
て

い
る
。
大
弐
の
乳
母
の
子
ど
も
と
し
て
は
、
惟
光
を
は
じ
め
、
兄
の
阿
闍
梨
、

む
す
め
と
そ
の
婿
の
三
河
守
（「
夕
顔
」
①
一
三
七
頁
）、
そ
し
て
少
将
命
婦

の
存
在
が
見
え
（「
夕
顔
」
①
一
七
六
頁
）、
特
に
惟
光
は
光
源
氏
に
腹
心
の
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従
者
と
し
て
仕
え
る
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
光
源
氏
は
、
大
弐
の
乳
母
の

見
舞
い
に
訪
れ
た
と
き
、
幼
い
頃
か
ら
大
切
に
思
う
人
々
が
離
れ
て
い
っ
た

中
で
、
養
っ
て
く
れ
る
人
は
多
く
い
た
も
の
の
、
大
弐
の
乳
母
ほ
ど
親
し
く

睦
ぶ
間
柄
の
人
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
言
い
、「
人
と
な
り
て
後
は
、
限
り
あ

れ
ば
、
朝
夕
に
し
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
心
の
ま
ま
に
と
ぶ
ら
ひ
参
づ
る

こ
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ほ
久
し
う
対
面
せ
ぬ
時
は
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
、

大
弐
の
乳
母
に
対
す
る
信
頼
や
格
別
に
心
を
寄
せ
る
人
で
あ
る
こ
と
を
切
々

と
語
る
の
で
あ
る
（「
夕
顔
」
①
一
三
九
頁
）。
こ
う
し
て
光
源
氏
と
心
を
交

わ
す
大
弐
の
乳
母
を
見
た
子
ど
も
た
ち
は
、「
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
人
の
御
宿
世

ぞ
か
し
」
と
、
光
源
氏
の
乳
母
と
な
っ
た
こ
と
の
宿
縁
の
す
ば
ら
し
さ
を
感

じ
る
の
で
あ
り
（「
夕
顔
」
①
一
三
九
頁
）、
藤
本
勝
義
（
９
）や
古
田
正
幸
）
（1
（

が
論
じ

る
よ
う
に
、
光
源
氏
と
大
弐
の
乳
母
一
族
と
の
関
係
が
良
好
で
、
極
め
て
親

密
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
一
方
で
、
左
衛
門
の
乳
母
に
つ
い
て

は
、「
末
摘
花
」
巻
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
大
弐
の

乳
母
ほ
ど
の
詳
し
い
描
写
は
見
え
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
大
弐
の
乳
母
が

光
源
氏
本
人
と
相
対
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
左
衛
門
の
乳
母

は
、
す
で
に
光
源
氏
の
も
と
を
離
れ
た
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

乳
母
に
関
し
て
は
、
と
く
に
親
王
や
皇
孫
な
ど
、
皇
族
に
付
け
ら
れ
る
乳

母
に
つ
い
て
『
律
令
』
の
「
後
宮
職
員
令
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

凡
親
王
及
子
者
。
皆
給
二

乳
母
一

。
親
王
三
人
。
子
二
人
。
所
レ

養
子
年

十
三
以
上
。
雖
二

乳
母
身
死
一

。
不
レ

得
二

更
立
替
一

。

�

（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
二
〇
二
頁
）

こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
親
王
に
は
三
人
、
皇
孫
に
は
二
人
の
乳
母
が
給
わ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
乳
母
が
付
け
ら
れ
た
親
王
や
皇
孫
が
十
三
歳
以

上
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
乳
母
が
没
し
て
も
補
充
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
養
君
が
あ
る
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
後
は
、
乳
母
は
必
要
な
存
在

で
は
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
特
に
男
君
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
成
長
に
と
も

な
っ
て
側
を
離
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
う
し
た
こ

と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
左
衛
門
の
乳
母
が
筑
前
守
の
妻
と
な
っ
て
光
源
氏
の
も

と
を
離
れ
た
の
が
い
つ
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
光
源
氏
が
元

服
し
、
成
長
し
た
後
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
全
く
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
吉
海
直
人
は
、
左
衛
門
の
乳
母
が
筑
前
守
の
妻
と
し
て

す
で
に
下
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
養
君
が
成
人
し
た
後
の
乳
母
の
行

動
は
自
由
だ
と
し
つ
つ
も
、「
乳
母
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
離
反
は
養

君
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、
光
源
氏
か
ら

見
て
も
、
左
衛
門
の
乳
母
に
は
大
弐
乳
母
ほ
ど
の
愛
着
は
な
か
っ
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
）
（1
（

。
こ
の
こ
と
は
、
左
衛
門
の
乳
母
が
「
さ
し
つ
ぎ
」
と
語
ら
れ

る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
さ
し
つ
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
二
番
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手
以
降
を
指
す
語
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
、「
一
番
と
の
差
は
歴
然
と
し
て
お

り
、
決
し
て
一
番
を
脅
か
す
よ
う
な
存
在
で
は
な
さ
そ
う
」
で
あ
る
と
も
さ

れ
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
含
ま
れ
た
語
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
光
源
氏

の
言
動
か
ら
考
え
て
も
、
左
衛
門
の
乳
母
は
大
弐
の
乳
母
ほ
ど
の
重
ん
じ
ら

れ
方
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、
一
度
は
光
源
氏

の
乳
母
と
し
て
選
ば
れ
た
女
房
で
あ
り
、
そ
の
選
定
に
は
、
父
た
る
桐
壺
帝

の
意
向
も
反
映
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
乳
母
は
、
典
侍
と
の
強
い
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
る
女
房
で
も
あ

り
、
親
王
の
乳
母
と
し
て
仕
え
た
女
房
は
、
養
君
が
即
位
す
る
折
に
は
典
侍

に
任
ぜ
ら
れ
る
例
が
多
く
見
え
る
こ
と
が
多
く
の
論
考
に
よ
っ
て
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
角
田
文
衞
は
、「
天
皇
は
最
も
信
頼
の
お
け
る
乳
母
を
典
侍

に
抜
擢
し
、
功
績
に
よ
っ
て
三
位
に
叙
し
」
た
と
論
じ
て
お
り
）
（1
（

、
平
安
朝
に

見
え
る
天
皇
の
乳
母
た
ち
の
多
く
は
、
養
君
が
成
長
し
た
後
に
は
後
宮
の
中

枢
を
担
う
女
房
と
し
て
活
躍
す
る
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
末
摘
花
」
巻
で
大
輔
命
婦
が
登
場
す
る
折
に
は
、
す
で
に
筑
前
守
の
妻
と
し

て
下
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
す
で
に
臣
籍
に
降
下
し

て
お
り
、
大
弐
の
乳
母
が
尼
と
し
て
生
涯
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
描
写
を

み
て
も
、
光
源
氏
の
乳
母
た
ち
が
後
宮
で
重
ん
じ
ら
れ
る
可
能
性
は
す
で
に

な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

左
衛
門
の
乳
母
と
同
じ
よ
う
に
、
受
領
の
妻
と
し
て
下
る
乳
母
の
例
と
し

て
は
、『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、
日
向
へ
く
だ
る
に
」

の
章
段
が
思
い
起
こ
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
定
子
の
「
御
乳
母
の
大
輔
の

命
婦
」
が
夫
と
共
に
日
向
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
別
れ
る

と
き
、
扇
に
定
子
自
身
の
手
で
歌
を
書
い
て
贈
る
（「
御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、

日
向
へ
く
だ
る
に
」
三
五
九
頁
）
（1
（

）。
そ
の
歌
は
「
あ
か
ね
さ
す
日
に
向
ひ
て
も

思
ひ
出
で
よ
都
は
晴
れ
ぬ
な
が
め
す
ら
む
と
」
と
詠
ま
れ
、「
日
に
向
ひ
て
」

に
日
向
を
か
け
、「
な
が
め
」
に
長
雨
と
物
思
い
の
意
味
を
響
か
せ
た
も
の
で

あ
り
、
定
子
が
受
領
の
妻
と
な
っ
て
下
る
自
ら
の
乳
母
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、

主
従
が
心
を
交
わ
す
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏

物
語
』
に
お
い
て
も
、
匂
宮
の
乳
母
が
下
る
例
も
あ
る
。

「
絵
師
ど
も
な
ど
も
、
御
随
身
ど
も
の
中
に
あ
る
、
睦
ま
し
き
殿
人
な
ど

を
選
り
て
、
さ
す
が
に
わ
ざ
と
な
む
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
申
す
に
、
い

と
ど
思
し
騒
ぎ
て
、
わ
が
御
乳
母
の
遠
き
愛
領
の
妻
に
て
下
る
家
、
下

つ
方
に
あ
る
を
、「
い
と
忍
び
た
る
人
、
し
ば
し
隠
い
た
ら
む
」
と
語
ら

ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
か
な
る
人
に
か
は
と
思
へ
ど
、
大
事
と
思
し
た

る
に
か
た
じ
け
な
け
れ
ば
、「
さ
ら
ば
」
と
聞
こ
え
け
り
。
こ
れ
を
設
け

た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
御
心
の
ど
め
た
ま
ふ
。
こ
の
月
の
晦
日
方
に
下
る

べ
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
日
渡
さ
む
と
思
し
構
ふ
。「
か
く
な
む
思
ふ
。

ゆ
め
ゆ
め
」
と
言
ひ
や
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
お
は
し
ま
さ
ん
こ
と
は
い
と

わ
り
な
く
あ
る
中
に
も
、
こ
こ
に
も
、
乳
母
の
い
と
さ
か
し
け
れ
ば
、
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難
か
る
べ
き
よ
し
を
聞
こ
ゆ
。�

（「
浮
舟
」
⑥
一
六
二
～
一
六
三
頁
）

匂
宮
は
、
浮
舟
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
薫
の
計
画
を
聞
き
つ
け
、
そ
の
前

に
自
分
が
奪
っ
て
し
ま
お
う
と
考
え
る
。
そ
の
時
に
隠
す
場
所
と
し
て
選
ぶ

の
が
、
受
領
の
妻
と
な
っ
た
乳
母
の
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
乳
母
の
夫
で
あ
る

受
領
は
、
三
月
末
ご
ろ
に
は
下
る
予
定
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
も
、
匂
宮
と

い
う
皇
族
の
男
君
の
乳
母
が
受
領
の
妻
と
な
っ
て
下
る
こ
と
が
見
え
る
の
で

あ
る
。『
枕
草
子
』
の
「
御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
」
は
下
向
す
る
折
に
定
子
が

別
れ
を
惜
し
む
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
光
源
氏
や
匂
宮
の
場
合
に
は
そ
う
し

た
描
写
は
な
く
、
む
し
ろ
乳
母
が
下
る
と
い
う
事
柄
だ
け
が
書
か
れ
て
い
る

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
う
し
た
差
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
養
君
が
男
性
か
女
性
か
に
よ
っ
て
乳
母
と
の
距
離
感
に
違
い
が
生
じ
る

こ
と
と
も
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
皇
族
の
乳
母
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た

女
房
で
あ
っ
て
も
、
養
君
が
成
人
し
た
後
に
は
そ
の
役
目
を
終
え
、
受
領
の

妻
と
し
て
遠
国
へ
下
る
の
は
、
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
乳
母
で
は
な
く
と
も
、『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
あ
こ
ぎ
の
叔
母
が
「
宮

仕
し
け
る
が
、
今
は
和
泉
守
の
妻
に
て
ゐ
た
り
け
る
」
人
で
あ
る
と
語
ら
れ

る
（『
落
窪
物
語
』
巻
之
一
、
五
〇
頁
）
（1
（

）
ほ
か
、『
源
氏
物
語
』
で
も
浮
舟
の

母
で
あ
る
中
将
の
君
が
八
の
宮
の
も
と
を
離
れ
た
後
、「
陸
奥
国
の
守
の
妻
」

と
な
り
、
後
に
は
そ
の
夫
が
「
常
陸
に
な
り
て
下
り
は
べ
り
に
け
る
」
と
さ

れ
る
（「
宿
木
」
⑤
四
六
〇
頁
）
よ
う
に
、
宮
中
の
女
房
や
皇
族
の
女
房
と
し

て
出
仕
し
て
い
た
女
性
が
受
領
の
妻
と
な
っ
て
下
る
例
は
見
え
る
。
こ
う
し

た
例
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、「
末
摘
花
」
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
乳
母
で

あ
っ
た
左
衛
門
の
乳
母
が
役
目
を
終
え
た
後
に
下
る
と
い
う
設
定
に
つ
い
て

も
、
自
ら
の
身
を
保
つ
た
め
の
一
般
的
な
事
柄
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と

の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
浮
舟
の
母
の
中
将
の
君
が
そ

の
出
自
の
高
さ
を
指
摘
さ
れ
る
）
（1
（

よ
う
に
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち
は
、
も
と
は

皇
族
や
上
流
貴
族
た
ち
に
仕
え
、
政
権
の
中
枢
と
の
繋
が
り
を
期
待
さ
れ
た

人
々
で
も
あ
り
な
が
ら
、
都
か
ら
離
れ
て
い
く
人
々
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。

三　

兵
部
大
輔
の
位
相

一
方
で
、
大
輔
命
婦
の
父
は
「
わ
か
む
ど
ほ
り
の
兵
部
大
輔
」
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
。

兵
部
大
輔
は
兵
部
省
の
官
人
で
あ
る
。
兵
部
省
は
「
内
外
武
官
に
つ
い
て

の
考
選
・
補
任
な
ど
の
人
事
、
全
国
の
兵
士
・
兵
器
の
管
理
、
ま
た
城
隍
・

烽
火
な
ど
の
軍
事
施
設
の
管
理
」
に
携
わ
る
ほ
か
、「
兵
士
の
差
発
に
も
関
与

し
、
武
事
関
係
の
年
中
行
事
に
も
携
わ
る
な
ど
、
兵
政
全
般
」
に
わ
た
っ
て

掌
る
役
所
で
あ
っ
た
）
（1
（

。「
職
員
令
」
に
よ
れ
ば
、
卿
一
人
、
大
輔
一
人
、
少
輔

一
人
、
大
丞
一
人
、
少
丞
二
人
、
大
録
一
人
、
少
録
三
人
、
史
生
十
人
、
省

掌
二
人
、
使
部
六
十
人
、
直
丁
四
人
が
配
さ
れ
）
11
（

、
兵
部
大
輔
の
官
位
は
「
正
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五
位
下
」
で
あ
っ
た
）
1（
（

。『
官
職
秘
抄
』
で
は
八
省
の
卿
に
つ
い
て
「
已
上
必

以
二

親
王
一

任
レ

之
」
と
親
王
が
任
ぜ
ら
れ
る
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
と
の

指
摘
も
あ
り
、『
職
原
抄
』
で
は
次
官
で
あ
る
大
輔
に
つ
い
て
「
民
部
、
治
部
、

兵
部
名
家
執
レ

之
」
と
名
家
の
人
々
が
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
）
11
（

。
兵
部
卿
と
兵
部
大
輔
は
「
古
来
の
武
門
大
伴
・
佐
伯
両
氏
の
み
な

ら
ず
、
藤
原
氏
を
は
じ
め
有
力
貴
族
の
競
望
」
す
る
地
位
で
あ
る
と
さ
れ
）
11
（

、

森
田
悌
に
よ
れ
ば
、「
軍
政
の
要
に
当
た
り
本
来
は
重
要
な
官
司
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
実
質
的
権
限
が
太
政
官
へ
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
期
に
入
る

と
形
骸
化
の
傾
向
を
強
く
し
」
た
こ
と
で
兵
部
卿
は
名
誉
職
化
し
、「
兵
部
大

少
輔
も
地
下
諸
大
夫
で
な
く
名
家
出
身
の
者
が
多
く
任
用
さ
れ
た
」
と
い
う
）
11
（

。

兵
部
卿
と
兵
部
大
輔
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
由
紀
が
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）

か
ら
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
ま
で
の
間
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
を
ま
と
め
て

い
る
）
11
（

が
、
改
め
て
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』（
吉
川
弘
文
館
）
と
本

田
伊
平
編
『
平
安
時
代
補
任
及
び
女
人
綜
覧
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）

を
参
照
し
、
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
を
使
用
し
た
古
記
録
類
に
関
す

る
調
査
の
結
果
も
合
わ
せ
て
、【
兵
部
大
輔
補
任
表
】
と
し
て
ま
と
め
た
。
本

論
で
は
、『
源
氏
物
語
』
が
背
景
と
す
る
時
代
に
お
け
る
兵
部
大
輔
の
任
官
状

況
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
醍
醐
朝
か
ら
一
条
朝
に
限
っ
て
掲
出
し
た
。

醍
醐
朝
か
ら
一
条
朝
に
お
け
る
兵
部
大
輔
と
し
て
は
、
八
名
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
）
11
（

。
兵
部
大
輔
は
名
家
出
身
の
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

官
職
で
あ
っ
た
が
、
①
源
宗
于
か
ら
⑤
由
道
王
ま
で
は
天
皇
の
孫
に
あ
た
る

人
物
た
ち
で
あ
り
、
親
王
の
子
も
多
く
見
え
る
。
ま
た
、
そ
の
中
で
も
①
源

宗
于
や
③
源
清
平
は
源
氏
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
降
下
し
た
人
々
で
あ
り
、
国
守

を
歴
任
し
た
後
、
正
四
位
下
に
ま
で
至
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
皇
族
と
し
て

の
立
場
を
維
持
で
き
ず
に
皇
籍
を
離
れ
た
人
物
た
ち
が
任
ぜ
ら
れ
る
と
い
う

様
相
が
見
え
る
。
一
方
で
、
⑥
藤
原
兼
家
、
⑦
藤
原
実
成
、
⑧
藤
原
兼
隆
は

後
に
政
治
の
中
枢
で
活
躍
す
る
人
々
で
あ
る
。
⑥
藤
原
兼
家
は
道
隆
・
道
兼
・

道
長
ら
の
父
で
あ
り
、
摂
政
・
関
白
と
し
て
政
務
の
実
権
を
握
る
地
位
ま
で

上
り
詰
め
、
⑦
藤
原
実
成
や
⑧
藤
原
兼
隆
も
正
二
位
に
至
る
。
こ
の
三
名
の

そ
の
後
の
出
世
の
様
相
を
見
れ
ば
、
兵
部
大
輔
は
出
世
の
過
程
で
若
い
頃
に

任
ぜ
ら
れ
る
官
職
の
一
つ
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
兵
部
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ

た
と
き
の
心
象
を
考
え
る
う
え
で
注
目
し
た
い
の
が
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け

る
兼
家
に
関
す
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

…
…
少
納
言
の
年
経
て
、
四
つ
の
品
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
殿
上
も
お
り
て
、

司
召
に
、
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の
の
大
輔
な
ど
い
は
れ
ぬ
れ
ば
、
世
の

中
を
い
と
う
と
ま
し
げ
に
て
、
こ
こ
か
し
こ
通
ふ
よ
り
ほ
か
の
あ
り
き

な
ど
も
な
け
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
に
て
二
三
日
な
ど
あ
り
。

�

（『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
、
応
和
二
年
五
月
、
一
二
一
頁
）
11
（

）

兼
家
は
兵
部
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、「
世
の
中
を
い
と
う
と
ま
し
げ
」
に
思
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【
兵
部
大
輔
補
任
表
】

※
以
下
の
表
は
、
醍
醐
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
に
見
え
る
兵
部
大
輔
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

※
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』（
吉
川
弘
文
館
）、
本
田
伊
平
編
『
平
安
時
代
補
任
及
び
女
人
綜
覧
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）、『
平
安
時
代
史
事
典
』

（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
を
参
照
し
た
。

人
名

出
自

任
官
年
月
日

出
典
・
備
考

①

源
宗
于

光
孝
天
皇
孫

是
忠
親
王
男

延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
正
月
十
一
日

『
三
十
六
人
歌
仙
人
伝
』

②

源
嗣

嵯
峨
天
皇
孫

源
融
男

延
喜
十
一
年
（
九
一
一
）
六
月
十
五
日
条

に
見
え
る

『
伏
見
宮
御
記
録
』。『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、「
副
」
と
い
う
名
で
載
り
、「
従
四
下
兵
部
大
輔
、
母
、
或

嗣
云
々
」
と
あ
る
。

③

源
清
平

光
孝
天
皇
孫

是
忠
親
王
男

延
喜
二
十
三
年
（
九
二
三
）
正
月
十
二
日
『
公
卿
補
任
』

④

忠
望
王

光
孝
天
皇
孫

是
忠
親
王
男

延
長
八
年
（
九
三
〇
）
二
月
十
二
日
条
に

見
え
る

『
西
宮
記
』

⑤

由
道
王

（
源
由
道
）

仁
明
天
皇
孫

本
康
親
王
男

承
平
六
年
（
九
三
六
）
四
月
七
日
～
天
慶

六
年
（
九
四
三
）
十
二
月
二
十
四
日
条
に

見
え
る

『
九
条
殿
記
』（
承
平
六
年
（
九
三
六
）
四
月
七
日
条
・
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
六
月
二
十
九
日
条
）
お

よ
び
『
本
朝
世
紀
』（
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
十
一
月
十
日
条
・
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
四
月
七
日
条
）

に
は
「
由
道
王
」
と
あ
り
、『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』（
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
十
二
月
二
十
四
日
条
）
に

は
「
源
朝
臣
由
道
」
と
あ
る
。

⑥

藤
原
兼
家

藤
原
師
輔
男

応
和
二
年
（
九
六
二
）
五
月
十
六
日

『
公
卿
補
任
』

藤
原
忠
輔

藤
原
国
光
男

天
元
三
年
（
九
八
〇
）
六
月
一
日
条
に
見

え
る

『
御
産
部
類
記
』
に
は
「
兵
部
大
輔
藤
原
忠
輔
」
と
あ
る
（
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
六
月
一
日
条
）
が
、『
公

卿
補
任
』
で
確
認
で
き
る
の
は
兵
部
少
輔
（
天
延
四
年
（
九
七
六
）
六
月
十
六
日
）
と
兵
部
卿
（
寛
弘

五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
三
十
日
）
の
み
で
あ
り
、
兵
部
大
輔
に
任
官
さ
れ
た
こ
と
は
見
え
な
い
。

⑦

藤
原
実
成

藤
原
公
季
男

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
十
三
日

『
公
卿
補
任
』

⑧

藤
原
兼
隆

藤
原
道
兼
男

長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
正
月
二
十
四
日
『
公
卿
補
任
』
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い
、
他
の
所
に
出
て
行
く
こ
と
も
せ
ず
、
道
綱
母
の
も
と
に
ば
か
り
い
る
と

い
う
。「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の
の
大
輔
」
に
つ
い
て
は
、「
出
世
コ
ー
ス
で

な
い
ポ
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
）
11
（

、
高
橋
照
美
は
応
和
二
年
（
九
六

二
）
頃
の
兼
家
の
任
官
に
つ
い
て
、
有
名
無
実
化
し
て
い
た
閑
職
ば
か
り
に

任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
）
11
（

。『
大
鏡
』
兼
通
伝
で
は
「
こ
の
殿
た
ち

の
兄
弟
の
御
仲
、
年
頃
の
官
位
の
劣
り
優
り
の
ほ
ど
に
、
御
仲
悪
く
し
て
過

ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
し
」
と
記
さ
れ
（
二
二
四
頁
）
11
（

）、
兼
通
の
息
子
た
ち
の
間
で
も

出
世
に
差
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兄
弟
仲
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋

が
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
道
綱

母
が
兵
部
大
輔
を
「
か
の
心
も
ゆ
か
ぬ
官
」
と
評
す
よ
う
に
（
上
巻
、
応
和

二
年
五
月
、
一
二
一
頁
）、
兼
家
に
し
て
み
れ
ば
、
兵
部
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ
る

こ
と
は
不
本
意
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
兵
部
大
輔
か
ら

の
出
世
に
つ
い
て
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
正
頼
の
五
男
で
あ
る
源

顕
澄
が
「
右
衛
門
督
に
兵
部
大
輔
、『
い
と
難
く
な
り
給
へ
り
』
と
、
世
に
言

ふ
」
と
記
さ
れ
（「
国
譲
・
下
」
七
六
三
頁
）
1（
（

）、
兵
部
大
輔
か
ら
右
衛
門
督
へ

の
昇
格
に
つ
い
て
は
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
平
安
朝
の
兵

部
大
輔
を
見
て
も
、
⑦
藤
原
実
成
が
右
衛
門
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
例
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
の
こ
と
で
あ
り
（『
公
卿
補
任
』）、
長
徳
元

年
（
九
九
五
）
の
兵
部
大
輔
任
官
か
ら
二
十
二
年
が
経
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
右
衛
門
督
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
竹
内
正
彦
が
「
出
世
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
華
々
し
い
栄
達
の
道
を

歩
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
や
や
停
滞
し
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
を
与
え

る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
）
11
（

よ
う
に
、
ま
さ
に
不
遇
の
官
職
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
兵
部
大
輔
の
人
物
像
に
つ
い
て
『
蜻
蛉
日
記
注
解
』
は
「
世
間
的

な
通
念
と
し
て
、
兵
部
省
の
大
輔
・
少
輔
な
ど
は
、
そ
の
職
柄
か
ら
い
っ
て

も
、
固
陋
で
不
粋
な
人
物
を
連
想
し
や
す
か
つ
た
」
と
指
摘
し
、『
落
窪
物
語
』

に
見
え
る
面
白
の
駒
が
兵
部
少
輔
で
あ
っ
た
こ
と
も
「
同
じ
感
覚
に
基
づ
く
」

例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
）
11
（

。
史
上
の
兵
部
大
輔
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
由
紀
が
⑦

藤
原
実
成
は
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
に
太
宰
府
の
曲
水
宴
に
お
い
て
闘
乱

事
件
を
起
こ
し
（『
公
卿
補
任
』）、
⑧
藤
原
兼
隆
は
厩
舎
人
を
殺
害
さ
せ
る

（『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
一
日
条
）
な
ど
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
兵
部
大
輔
に
対
し
て
良
い
印
象
を
抱
く
こ
と
は
難
し
く
、「
風
変
わ
り

で
癖
の
あ
る
人
物
」
が
任
ぜ
ら
れ
る
兵
部
省
自
体
が
「
変
わ
り
者
の
集
う
役

所
」
と
い
う
印
象
が
生
じ
た
と
論
じ
て
い
る
）
11
（

。
兵
部
大
輔
は
こ
う
し
た
印
象

を
抱
く
官
職
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も

の
の
大
輔
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
兼
家
が
兵
部
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
後

の
態
度
が
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、
兵
部
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、

天
皇
や
親
王
の
血
筋
で
あ
っ
て
も
皇
籍
に
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
人
々
が
担
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う
官
職
と
い
う
印
象
を
与
え
、
一
方
で
、
政
治
を
担
う
官
僚
の
道
を
進
む
人
々

に
と
っ
て
も
不
遇
の
地
位
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、「
兵
部
大
輔
」
と
い

う
官
職
に
つ
く
人
の
人
物
像
と
し
て
は
、
風
流
人
を
思
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り

つ
つ
、
変
わ
り
者
で
好
ま
し
く
な
い
官
職
と
い
う
印
象
す
ら
抱
か
せ
る
役
職

で
あ
っ
た
。四　

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
兵
部
」

『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
兵
部
大
輔
に
つ
い
て
は
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語

事
典
』
の
「
作
中
人
物
解
説
」
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
大
輔
命
婦

の
父
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
兵
部
卿
宮
の
項
に
は
、
紫
の
上
の
父
で
あ
る
式
部

卿
宮
、
光
源
氏
の
弟
宮
で
あ
る
蛍
宮
、
今
上
帝
の
皇
子
で
光
源
氏
の
孫
に
あ

た
る
匂
宮
の
三
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。
史
上
の
兵
部
卿
に
つ
い
て
は
、
延

喜
元
年
（
九
〇
一
）
か
ら
寛
仁
五
年
（
一
〇
二
一
）
ま
で
の
間
に
任
ぜ
ら
れ

た
兵
部
卿
十
八
名
に
つ
い
て
、「
風
流
人
と
呼
べ
る
人
物
」
が
多
か
っ
た
こ
と

に
加
え
て
、「
閑
職
で
あ
る
が
ゆ
え
に
政
治
的
に
不
遇
な
立
場
の
人
物
が
、
兵

部
卿
に
追
い
や
ら
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
」
と
す
る
指
摘
も
あ
る
）
11
（

が
、『
源
氏
物

語
』
に
見
え
る
兵
部
卿
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。「
賢
木
」
巻
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

兵
部
卿
宮
も
常
に
渡
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
御
遊
び
な
ど
も
を
か
し
う
お
は

す
る
宮
な
れ
ば
、
い
ま
め
か
し
き
御
あ
は
ひ
ど
も
な
り
。

�

（「
賢
木
」
②
一
四
三
頁
）

政
治
の
実
権
が
右
大
臣
方
に
移
っ
た
後
、
憂
悶
を
深
め
る
光
源
氏
の
も
と
に

三
位
中
将
（
も
と
の
頭
中
将
）
や
多
く
の
君
達
が
集
ま
り
、
管
弦
の
遊
び
や

懸
物
を
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
中
で
、「
兵
部
卿
宮
」
も
常
に
参
る
こ
と
が
語

ら
れ
、
こ
の
宮
は
管
弦
の
遊
び
を
得
意
と
す
る
人
で
あ
る
と
い
う
。「
兵
部
卿

宮
」
が
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
は
諸
説
あ
る
と
さ
れ
る
）
11
（

も
の
の
、
兵
部
卿
宮

と
い
う
立
場
に
あ
る
人
が
管
弦
の
遊
び
に
親
し
む
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
以
下
、『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
三
人
の
兵
部
卿
宮
に

つ
い
て
そ
の
人
物
像
を
検
討
し
て
み
た
い
。

紫
の
上
の
父
で
あ
る
兵
部
卿
宮
に
関
し
て
は
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
事

典
』
の
「
作
中
人
物
解
説
」
で
は
式
部
卿
宮
と
し
て
詳
細
な
人
物
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
）
11
（

が
、
こ
の
人
物
は
、
兵
部
卿
宮
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
。「
桐

壺
」
巻
に
お
い
て
、
藤
壺
の
入
内
を
躊
躇
っ
て
い
た
母
后
が
亡
く
な
っ
た
後
、

「
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、
御
後
見
た
ち
、
御
兄
弟
の
兵
部
卿
の
親
王
な
ど
、
か
く
心

細
く
て
お
は
し
ま
さ
む
よ
り
は
、
内
裏
住
み
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
心
も
慰
む

べ
く
」
と
し
て
、
藤
壺
の
入
内
を
決
め
る
（「
桐
壺
」
①
四
二
頁
）。
ま
た
、「
若

紫
」
巻
で
は
、
か
つ
て
按
察
大
納
言
の
娘
の
も
と
に
通
い
、
紫
の
上
を
も
う

け
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
（「
若
紫
」
①
二
一
三
頁
）
が
、「
須
磨
」「
澪
標
」

の
両
巻
で
は
、
光
源
氏
と
冷
え
た
関
係
に
あ
っ
た
。「
少
女
」
巻
に
至
っ
て
式

部
鄕
と
な
り
、「
こ
の
御
時
に
は
ま
し
て
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
に
て
お
は
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す
る
」
と
冷
泉
帝
の
信
頼
が
あ
つ
く
、
娘
を
入
内
さ
せ
て
い
る
（「
少
女
」
③

三
一
頁
）。
こ
の
兵
部
卿
宮
（
式
部
卿
宮
）
に
つ
い
て
は
、
今
井
源
衛
が
実
在

の
式
部
鄕
宮
為
平
親
王
が
そ
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
先
帝
の
最
上
席
の
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
帝
位
に
つ
か
な

か
っ
た
こ
と
や
、
後
に
式
部
卿
宮
と
し
て
世
の
重
鎮
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
娘
を
女
御
と
し
て
入
内
さ
せ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
指
摘
に
関
し

て
は
批
判
的
な
見
方
も
多
く
、
他
の
親
王
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
論
が
出

さ
れ
て
い
る
）
11
（

も
の
の
、
星
山
健
は
、
と
く
に
「
真
木
柱
」
巻
に
見
え
る
式
部

鄕
宮
に
つ
い
て
、
為
平
親
王
像
の
投
影
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
式

部
鄕
宮
に
「〝
不
運
の
式
部
卿
宮
〟
為
平
親
王
の
面
影
」
を
付
与
す
る
た
め
に

重
ね
合
わ
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
）
1（
（

。

一
方
で
、
蛍
宮
に
つ
い
て
は
、「
帝
位
か
ら
見
放
さ
れ
」
た
宮
で
あ
る
と
の

位
置
づ
け
も
な
さ
れ
る
も
の
の
）
11
（

、
人
物
像
に
関
す
る
描
写
に
も
注
目
さ
れ
て

来
た
。
蛍
宮
は
、
帥
宮
の
頃
か
ら
「
い
と
よ
し
あ
り
て
お
は
す
る
」
人
と
し

て
描
か
れ
て
冷
泉
院
御
前
の
絵
合
の
判
者
を
務
め
（「
絵
合
」
②
三
八
六
頁
）、

音
楽
・
絵
画
・
書
道
な
ど
に
秀
で
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
（「
絵
合
」
②
三

九
〇
頁
）。
兵
部
卿
に
な
っ
た
後
も
朱
雀
院
行
幸
で
は
琵
琶
を
弾
き
（「
少
女
」

③
七
三
頁
）、
六
条
院
春
の
町
の
船
楽
で
は
「
青
柳
折
り
返
し
お
も
し
ろ
く
う

た
ひ
た
ま
ふ
」
と
催
馬
楽
を
謡
う
（「
胡
蝶
」
③
一
六
九
頁
）
よ
う
に
、
風
流

人
と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
白
井
た
つ
子
が
「
光
源
氏
の
中

年
期
の
「
す
き
」
を
補
完
す
る
」
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
）
11
（

が
、

蛍
宮
と
玉
鬘
や
女
三
の
宮
と
の
関
わ
り
の
中
に
お
い
て
は
、「
あ
だ
」
な
る
側

面
も
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
光
源
氏
が
玉
鬘
に
対
し
て
蛍
宮
に
つ
い
て

話
す
際
に
は
、
北
の
方
に
先
立
た
れ
た
後
に
独
り
身
と
な
っ
て
い
る
蛍
宮
に

つ
い
て
、「
人
柄
い
と
い
た
う
あ
だ
め
い
て
」
と
浮
気
が
ち
な
気
質
で
あ
る
こ

と
を
語
り
、
通
い
所
も
多
く
、
召
人
な
ど
と
い
う
女
性
た
ち
も
多
く
仕
え
て

い
る
の
だ
と
い
う
（「
胡
蝶
」
③
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）。
さ
ら
に
、「
若
菜
上
」

巻
で
は
、
玉
鬘
へ
の
求
婚
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
女
性
た
ち
を
選
り
好
み

し
て
い
た
も
の
の
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
に
際
し
て
は
「
い
か
が
は
御
心
の

動
か
ざ
ら
む
、
限
り
な
く
思
し
焦
ら
れ
た
り
」
と
、
心
を
動
か
す
様
子
が
語

ら
れ
る
の
で
あ
る
（「
若
菜
上
」
④
三
七
頁
）。
こ
う
し
た
蛍
宮
の
描
写
に
つ

い
て
、
阿
部
好
臣
は
、
求
婚
の
場
に
お
い
て
「
螢
宮
の
滑
稽
人
と
し
て
の
姿

が
浮
上
し
て
く
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
女
三
の
宮
の
一
件
で
は
「
一
段
と
滑

稽
人
と
し
て
の
有
り
方
を
明
確
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
）
11
（

。

「
あ
だ
」
な
る
気
質
を
持
っ
た
兵
部
卿
宮
と
造
型
さ
れ
る
人
物
と
し
て
は
、

第
三
部
に
登
場
す
る
匂
宮
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
匂
宮
は
、
今
上
帝
と
明
石
中

宮
と
の
間
の
三
の
宮
で
あ
り
、「
総
角
」
巻
で
は
「
筋
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た

ま
へ
る
」
と
次
の
東
宮
に
す
る
意
向
が
仄
め
か
さ
れ
る
立
場
で
も
あ
っ
た

（「
総
角
」
⑤
三
〇
三
頁
）。
そ
の
た
め
に
、
母
の
明
石
中
宮
か
ら
は
「
世
の
中

に
す
い
た
ま
へ
る
御
名
の
や
う
や
う
聞
こ
ゆ
る
、
な
ほ
い
と
あ
し
き
こ
と
な
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り
」
と
軽
々
し
い
忍
び
歩
き
を
諫
め
ら
れ
（「
総
角
」
⑤
二
七
六
頁
）、「
御
心

に
つ
き
て
思
す
人
あ
ら
ば
、
こ
こ
に
参
ら
せ
て
、
例
ざ
ま
に
の
ど
や
か
に
も

て
な
し
た
ま
へ
」
と
気
に
入
っ
た
女
性
は
召
人
に
し
て
仕
え
さ
せ
る
こ
と
を

勧
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（「
総
角
」
⑤
三
〇
三
頁
）。
そ
う
し
た
匂
宮
の

「
あ
だ
な
る
御
本
性
」（「
浮
舟
」
⑥
一
〇
八
頁
）
に
つ
い
て
、
久
下
裕
利
は
、

風
流
な
「
御
あ
そ
び
な
ど
も
を
か
し
う
お
は
す
る
宮
」
な
る
兵
部
卿
像
を
打

破
し
、
一
転
し
て
色
好
み
性
を
強
く
ま
と
う
存
在
と
と
ら
え
つ
つ
、「
兵
部
卿

宮
の
歴
代
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
妥
当
」
で
あ

る
と
述
べ
る
）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
三
人
の
兵
部
卿
宮
は
、
兵
部

卿
で
あ
っ
た
頃
の
紫
の
上
の
父
や
蛍
宮
の
よ
う
に
親
王
と
し
て
み
れ
ば
不
遇

な
立
場
に
置
か
れ
、
帝
位
か
ら
は
遠
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
一
方
、

そ
の
気
質
に
つ
い
て
は
、
風
流
な
人
で
あ
り
な
が
ら
も
好
色
性
を
有
し
、
滑

稽
な
姿
を
見
せ
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
兵
部
卿
宮
像
は
、
同
じ
く

兵
部
省
の
官
人
で
あ
る
兵
部
大
輔
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。「
末
摘

花
」
巻
に
見
え
る
兵
部
大
輔
は
、
左
衛
門
の
乳
母
と
別
れ
た
後
、
新
し
い
妻

の
も
と
に
住
み
、
常
陸
宮
の
邸
に
は
時
々
通
う
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
移
り
気
な
色
好
み
性
も
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

え
に
不
遇
な
立
場
で
風
変
わ
り
な
人
物
が
多
い
と
い
う
兵
部
大
輔
像
を
重
ね

て
み
る
と
、「
わ
か
む
ど
ほ
り
の
兵
部
大
輔
」
と
い
う
描
写
が
さ
れ
た
こ
と
だ

け
で
、
そ
の
人
物
像
を
推
し
量
る
に
は
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

左
衛
門
の
乳
母
と
兵
部
大
輔
の
女
と
し
て
の
大
輔
命
婦

こ
こ
で
改
め
て
大
輔
命
婦
の
人
物
設
定
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
大
輔

命
婦
は
、「
い
と
い
た
う
色
好
め
る
若
人
」
で
あ
り
、
光
源
氏
も
召
し
使
う
女

房
で
あ
る
と
さ
れ
る
（「
末
摘
花
」
①
二
六
六
頁
）。
命
婦
は
、
宮
中
に
仕
え

る
上
級
の
女
房
で
あ
る
も
の
の
、
特
定
の
職
掌
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
に
見

え
る
命
婦
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
役
割
を
持
っ
て
出
仕
し
て
い
る
）
11
（

。

大
輔
命
婦
に
つ
い
て
は
、
宮
中
に
お
い
て
、「
御
梳
櫛
」
に
奉
仕
す
る
女
房
と

し
て
光
源
氏
も
召
す
こ
と
や
（「
末
摘
花
」
①
二
九
八
頁
）、
台
盤
所
に
い
る

様
子
が
見
え
る
（「
末
摘
花
」
①
三
〇
一
頁
）。
こ
う
し
た
出
仕
は
、
大
輔
命

婦
の
母
左
衛
門
の
乳
母
が
光
源
氏
の
乳
母
と
し
て
仕
え
た
こ
と
と
の
関
わ
り

が
考
え
ら
れ
る
。

養
君
が
成
長
し
て
役
目
を
終
え
、
後
宮
で
の
厚
遇
が
期
待
で
き
な
い
乳
母

が
受
領
の
妻
と
な
っ
て
下
る
例
が
見
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
受
領

の
妻
と
し
て
下
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
末
摘
花
の
叔
母
に
関
す
る
描
写
の
中

で
「
世
に
お
ち
ぶ
れ
て
受
領
の
北
の
方
に
な
り
た
ま
へ
る
あ
り
け
り
」
と
記

さ
れ
て
い
る
（「
蓬
生
」
②
三
三
二
頁
）。
受
領
の
妻
と
な
る
こ
と
は
、
零
落

し
た
身
の
上
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

叔
母
は
「
お
の
れ
を
ば
お
と
し
め
た
ま
ひ
て
、
面
ぶ
せ
に
思
し
た
り
し
か
ば
」
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と
末
摘
花
の
母
に
蔑
ま
れ
た
こ
と
を
恨
み
、
不
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
推
し
量
っ
て
い
る
（「
蓬
生
」
②
三
三
二
頁
）。
一
方
で
、『
枕
草
子
』「
位

こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」
の
章
段
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

女
こ
そ
な
ほ
わ
ろ
け
れ
。
内
わ
た
り
に
、
御
乳
母
は
、
内
侍
の
す
け
、

三
位
な
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
重
々
し
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
ほ
ど
よ
り
過

ぎ
、
何
ば
か
り
の
事
か
は
あ
る
。
ま
た
お
ほ
や
う
は
あ
る
。
受
領
の
北

の
方
に
て
国
へ
く
だ
る
を
こ
そ
は
、
よ
ろ
し
き
人
の
さ
い
は
ひ
の
際
と

思
ひ
て
め
で
う
ら
や
む
め
れ
。

�

（「
位
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」
三
一
六
頁
）

帝
の
御
乳
母
は
典
侍
や
三
位
な
ど
に
な
る
と
重
々
し
い
も
の
の
、
大
方
の
女

性
が
そ
う
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
受
領
の
北
の
方
に
な
っ

て
任
国
に
下
る
こ
と
は
、
普
通
の
身
分
の
女
性
に
と
っ
て
は
「
さ
い
は
ひ
の

際
」
と
羨
む
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
輔
命
婦
の
母
左
衛
門
の
乳
母

は
、
光
源
氏
の
乳
母
と
し
て
典
侍
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
人
で
は
あ
っ

た
も
の
の
、「
末
摘
花
」
巻
の
時
点
で
は
筑
前
守
の
妻
と
な
っ
て
下
っ
て
い
る
。

吉
海
直
人
は
、
こ
れ
が
光
源
氏
に
よ
る
乳
母
に
対
す
る
報
奨
行
為
の
可
能
性

を
示
唆
す
る
）
11
（

が
、
左
衛
門
の
乳
母
が
乳
母
と
し
て
の
役
目
を
終
え
た
後
、
次

な
る
「
さ
い
は
ひ
」
を
得
た
こ
と
は
、
光
源
氏
の
存
在
と
無
関
係
で
は
あ
る

ま
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
大
輔
命
婦
自
身
が
宮
中
に
命
婦
と
し
て
出
仕

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
の
口
利
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
指

摘
が
あ
り
）
11
（

、
大
輔
命
婦
の
み
な
ら
ず
、
大
弐
の
乳
母
の
娘
も
少
将
命
婦
と
し

て
出
仕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
に
よ
る
後
押
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
う

か
が
え
る
）
11
（

。
と
は
い
え
、
大
輔
命
婦
と
光
源
氏
は
、
乳
母
の
娘
と
養
君
と
し

て
幼
い
頃
か
ら
共
に
過
し
て
き
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、「
懸
想
だ
つ
筋
な

く
心
や
す
き
も
の
の
、
さ
す
が
に
の
た
ま
ひ
戯
れ
な
ど
し
て
、
使
ひ
馴
ら
」

す
と
記
さ
れ
（「
末
摘
花
」
①
二
九
八
頁
）、
戯
れ
合
う
な
ど
の
親
し
さ
を
う

か
が
わ
せ
る
も
の
の
、
性
的
な
関
係
を
結
ぶ
よ
う
な
間
柄
で
は
な
か
っ
た
と

さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
輔
命
婦
の
気
質
と
し
て
は
「
い
と
い
た
う
色
好
め
る

若
人
」
の
ほ
か
に
も
、
末
摘
花
の
も
と
か
ら
他
の
女
性
の
と
こ
ろ
に
行
こ
う

と
す
る
光
源
氏
を
か
ら
か
う
折
に
は
「
こ
れ
を
あ
だ
あ
だ
し
き
ふ
る
ま
ひ
と

言
は
ば
、
女
の
あ
り
さ
ま
苦
し
か
ら
む
」
と
言
っ
て
大
輔
命
婦
を
浮
気
な
女

と
し
て
扱
い
（「
末
摘
花
」
①
二
七
〇
頁
）、
父
に
黙
っ
て
光
源
氏
を
末
摘
花

と
対
面
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
と
き
に
は
「
あ
だ
め
き
た
る
は
や
り
心
」
を

持
つ
人
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
（「
末
摘
花
」
①
二
七
九
頁
）。
こ
う
し
た

好
色
性
は
、
兵
部
大
輔
で
あ
る
父
の
造
型
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

大
輔
命
婦
の
父
、
兵
部
大
輔
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小

櫛
』
に
お
い
て
、「
常
陸
親
王
の
御
子
に
て
、
末
摘
花
君
の
御
せ
う
と
の
如
く

聞
え
た
り
」
と
い
い
、
兵
部
大
輔
は
末
摘
花
と
き
ょ
う
だ
い
で
、
常
陸
宮
の

子
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
兵
部
大
輔
が
新
し
い
妻
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と
再
婚
し
て
他
の
所
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
記
述
を
挙
げ
、
わ
ざ
わ
ざ
他
の

所
に
住
ん
で
い
る
と
書
く
か
ら
に
は
、
本
来
は
き
ょ
う
だ
い
と
し
て
常
陸
宮

邸
に
住
む
べ
き
で
あ
る
の
に
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
一

方
で
、
そ
の
先
の
記
述
に
お
い
て
は
、「
蓬
生
」
巻
に
至
っ
て
末
摘
花
の
も
と

に
通
っ
て
く
る
の
は
「
御
兄
弟
の
禅
師
の
君
」
だ
け
で
、
兵
部
大
輔
に
関
す

る
記
述
が
い
っ
さ
い
見
え
な
い
（「
蓬
生
」
②
三
二
九
頁
）
こ
と
か
ら
、「
御

せ
う
と
の
や
う
に
も
聞
え
」
な
い
と
し
、「
こ
れ
か
れ
ま
ぎ
ら
は
し
き
事
也
」

と
ま
と
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
兵
部
大
輔
と
常
陸
宮
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
さ

ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
萩
原
廣
道
）
1（
（

や
玉
上
琢
彌
）
11
（

、
新
潮
日
本
古
典
集

成
）
11
（

は
本
居
宣
長
の
『
玉
の
小
櫛
』
の
指
摘
に
従
っ
て
、
兵
部
大
輔
は
末
摘
花

の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
一
方
、
坂
本
共
典
は
、
大
輔
命

婦
は
常
陸
宮
の
北
の
方
（
末
摘
花
の
母
）
や
大
弐
の
北
の
方
（
叔
母
）
と
き
ょ

う
だ
い
で
あ
る
と
し
、
常
陸
宮
は
後
に
出
て
来
る
斎
院
（
末
摘
花
の
乳
母
子
、

侍
従
が
仕
え
て
い
る
）
と
き
ょ
う
だ
い
で
、
こ
の
二
人
は
一
院
の
子
ど
も
、

つ
ま
り
桐
壺
帝
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
と
す
る
）
11
（

。
ま
た
、
吉
海
直
人
は
兵
部

大
輔
が
末
摘
花
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
親
王
の
子
で

あ
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
「
わ
か
む
ど
ほ
り
」
で
あ
る
と
記
す
必
要
は
な
く
、
も
し

末
摘
花
と
き
ょ
う
だ
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
母
親
が
異
な
る
異
母
き
ょ
う

だ
い
で
兵
部
大
輔
は
劣
り
腹
の
子
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
先

行
研
究
で
は
、
兵
部
大
輔
と
常
陸
宮
が
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
か
否
か
に
関
す

る
諸
説
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
物
語
に
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
た
し
か
な

記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
は

じ
め
と
す
る
注
釈
書
で
は
、
末
摘
花
の
親
類
と
い
う
程
度
の
指
摘
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
）
11
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
兵
部
大
輔
が
「
わ
か
む
ど
ほ
り
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
、

皇
統
に
連
な
る
血
筋
の
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
兵
部
大
輔
と
常
陸

宮
や
末
摘
花
と
の
関
係
性
の
深
さ
を
示
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。「
わ
か
む

ど
ほ
り
」
は
「
斜
陽
族
に
対
す
る
一
種
の
軽
い
軽
侮
を
こ
め
た
言
葉
」
で
あ

る
と
す
る
指
摘
も
あ
り
）
11
（

、
か
え
っ
て
皇
族
の
中
で
は
格
下
の
人
物
で
あ
る
と

い
う
印
象
を
強
め
る
語
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
兵
部
大
輔
の
位
置
づ
け
は
、

「
常
陸
宮
」
の
立
場
と
も
連
関
し
て
い
よ
う
。「
常
陸
」
に
つ
い
て
は
揶
揄
の

対
象
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
常
陸
の
国
に
任
官
し
た
人
物
に

つ
い
て
は
、
松
田
豊
子
が
常
陸
宮
の
み
な
ら
ず
常
陸
介
に
つ
い
て
も
、「
中
枢

勢
力
を
も
っ
た
公
卿
が
任
官
す
る
国
で
は
な
く
」、「
上
席
の
常
陸
太
守
で
さ

え
政
治
権
力
が
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
）
11
（

よ
う
に
、
常
陸
の
国
は
、
政
権
の
中

枢
か
ら
は
外
れ
た
人
物
が
任
ぜ
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
常
陸
宮

と
兵
部
大
輔
は
、
皇
族
で
あ
り
な
が
ら
も
、
宮
と
し
て
は
不
遇
な
立
場
に
置

か
れ
た
人
物
と
し
て
共
通
し
た
人
物
設
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
輔
命
婦
は
、
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
と
強
い
繋
が
り
を
持
つ
母
と
、
常
陸
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宮
家
と
強
い
繋
が
り
を
持
つ
父
と
の
間
の
娘
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
光

源
氏
の
乳
母
の
娘
と
し
て
の
繋
が
り
を
持
ち
、
宮
中
に
出
仕
す
る
こ
と
が
語

ら
れ
る
こ
と
で
、
光
源
氏
を
後
ろ
盾
と
し
て
出
仕
す
る
女
房
と
し
て
の
あ
り

方
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
兵
部
大
輔
の
娘
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
、
不

遇
な
「
わ
か
む
ど
ほ
り
」
の
娘
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
色
好
み
性
を
持
つ
女
房

で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
下
っ
た
乳
母

を
母
に
持
ち
、
兵
部
大
輔
を
父
に
持
つ
と
い
う
人
物
設
定
は
、
大
輔
命
婦
が

宮
中
で
、
あ
る
い
は
常
陸
宮
邸
で
置
か
れ
た
立
場
を
明
確
に
示
し
、
こ
の
後

に
登
場
す
る
女
君
の
物
語
の
展
開
を
予
測
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
大
輔
命
婦
は
末
摘
花
と
光
源
氏
の
両
方
と
関
係

を
持
ち
つ
つ
も
、
直
接
的
な
主
従
関
係
を
結
ば
な
い
。
末
摘
花
と
光
源
氏
の

双
方
と
あ
る
程
度
の
距
離
を
保
っ
た
形
で
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
役
割
を
担

う
の
で
あ
る
。

六　

末
摘
花
物
語
に
お
け
る
大
輔
命
婦

光
源
氏
が
末
摘
花
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
大
輔
命
婦
が
伝
え
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

故
常
陸
の
親
王
の
末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た
ま

ひ
し
御
む
す
め
、
心
細
く
て
残
り
ゐ
た
る
を
、
も
の
の
つ
い
で
に
語
り

き
こ
え
け
れ
ば
、「
あ
は
れ
の
こ
と
や
」
と
て
、
御
心
と
ど
め
て
問
ひ
聞

き
た
ま
ふ
。�

（「
末
摘
花
」
①
二
六
六
～
二
六
七
頁
）

大
輔
命
婦
は
、
亡
き
常
陸
宮
が
晩
年
に
も
う
け
て
大
切
に
養
育
し
て
き
た
娘

の
心
細
い
窮
状
を
語
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
光
源
氏
が
得
た
末
摘
花
に
関

す
る
情
報
は
、
没
落
し
た
宮
家
の
姫
君
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
皇
統
に
連
な

る
女
君
の
話
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
あ
は
れ
の
こ
と
や
」
と
心
を
寄
せ
て
興

味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
輔
命
婦
は
、「
深
き
方
は
え
知
り
は

べ
ら
ず
」
と
言
っ
て
、
詳
し
い
こ
と
は
知
ら
な
い
の
だ
と
断
っ
た
う
え
で
末

摘
花
に
つ
い
て
話
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
（「
末
摘
花
」
①
二
六
七
頁
）、
兵

部
大
輔
と
常
陸
宮
の
繋
が
り
と
、
大
輔
命
婦
が
「
姫
君
の
御
あ
た
り
を
睦
び

て
」
通
う
（「
末
摘
花
」
①
二
六
八
頁
）
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
よ
く
知
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
大
輔
命
婦
は
、
末
摘
花
の

烏
滸
な
る
側
面
を
光
源
氏
に
伝
え
る
こ
と
な
く
、
宮
家
の
女
性
と
し
て
の
幻

想
を
抱
か
せ
た
ま
ま
、
光
源
氏
を
末
摘
花
の
も
と
へ
導
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
輔
命
婦
は
光
源
氏
の
手
引
き
を
す
る
こ
と
に
対
し
て

「
わ
づ
ら
は
し
」
と
い
う
思
い
を
抱
き
（「
末
摘
花
」
①
二
六
七
頁
）、
一
度
は

光
源
氏
を
導
い
て
末
摘
花
の
琴
を
聞
か
せ
る
（「
末
摘
花
」
①
二
六
八
～
二
七

一
頁
）
も
の
の
、
そ
の
後
は
な
か
な
か
積
極
的
な
動
き
を
見
せ
な
い
。
度
重

な
る
光
源
氏
の
催
促
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
物
越
し
の
対
面
を
決
め
た
と
き
に

も
、「
御
心
に
つ
か
ず
は
さ
て
も
や
み
ね
か
し
、
ま
た
さ
る
べ
き
に
て
、
仮
に

も
お
は
し
通
は
む
を
咎
め
た
ま
ふ
べ
き
人
な
し
」
な
ど
と
思
い
（「
末
摘
花
」
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①
二
七
九
頁
）、
手
引
き
し
た
後
に
光
源
氏
が
気
に
入
ら
な
く
て
も
、
一
時
的

に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
考
え
る
。
光
源
氏

を
導
く
と
き
に
至
っ
て
も
、「
わ
が
常
に
責
め
た
て
ま
つ
る
罪
避
り
ご
と
に
、

心
苦
し
き
人
の
御
も
の
思
ひ
や
出
で
来
む
な
ど
、
や
す
か
ら
ず
思
ひ
ゐ
た
り
」

と
考
え
（「
末
摘
花
」
①
二
八
二
頁
）、
責
任
逃
れ
の
た
め
に
光
源
氏
を
導
い

た
も
の
の
、
か
え
っ
て
姫
君
が
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
案
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
命
婦
の
心
情
か
ら
は
、
末
摘
花
の
行
く

末
を
心
配
し
つ
つ
も
、
何
と
か
し
て
光
源
氏
と
の
繋
が
り
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
積
極
的
な
考
え
は
見
え
ず
、
両
者
に
対
し
て
一
歩
引
い
た
考
え
を
抱
い

て
い
る
こ
と
こ
そ
が
大
輔
命
婦
の
立
場
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大
輔

命
婦
は
、
末
摘
花
に
寄
り
添
い
続
け
る
の
で
も
な
く
、
光
源
氏
の
意
の
ま
ま

に
動
く
の
で
も
な
い
、
男
女
の
恋
愛
の
仲
立
ち
と
な
る
女
房
と
し
て
は
特
異

な
存
在
で
あ
っ
た
。

大
輔
命
婦
が
光
源
氏
を
末
摘
花
の
側
に
導
き
、
光
源
氏
か
ら
末
摘
花
に
歌

を
詠
み
か
け
た
後
に
は
、
大
輔
命
婦
で
は
な
く
、
末
摘
花
の
乳
母
子
で
あ
る

侍
従
が
代
わ
り
に
歌
を
返
し
て
い
る
。
侍
従
は
「
は
や
り
か
な
る
若
人
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
が
、「
い
と
心
も
と
な
う
か
た
は
ら
い
た
し
」
と
末
摘
花
を
い

た
わ
り
、
末
摘
花
を
助
け
る
た
め
の
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
の
で
あ
る
（「
末
摘

花
」
①
二
八
三
頁
）。
こ
う
し
た
行
動
と
心
情
は
大
輔
命
婦
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
り
、
末
摘
花
の
女
房
と
し
て
の
侍
従
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

光
源
氏
が
末
摘
花
の
も
と
に
忍
び
入
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
大
輔
命
婦
は
「
知

ら
ず
顔
に
て
わ
が
方
へ
往
に
け
り
」
と
素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
自
ら
の
局
に
下

が
る
様
子
が
描
か
れ
（「
末
摘
花
」
①
二
八
四
頁
）、
手
引
き
の
み
を
自
ら
の

役
割
と
心
得
て
い
る
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
こ
の
後
、
大
輔
命
婦
は
、
末
摘
花

か
ら
の
正
月
の
装
束
の
贈
り
物
を
光
源
氏
に
届
け
、
そ
の
返
事
の
文
を
託
さ

れ
た
り
（「
末
摘
花
」
①
二
九
八
～
三
〇
二
頁
）、
光
源
氏
が
末
摘
花
に
送
る

正
月
の
装
束
を
届
け
た
り
は
す
る
（「
末
摘
花
」
①
三
〇
二
頁
）
も
の
の
、
光

源
氏
自
身
を
末
摘
花
の
も
と
に
導
く
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

光
源
氏
の
乳
母
の
娘
で
あ
り
、
宮
中
に
出
仕
す
る
命
婦
で
あ
り
、
ま
た
、

常
陸
宮
邸
に
出
入
り
す
る
「
わ
か
む
ど
ほ
り
」
の
兵
部
大
輔
の
娘
と
い
う
大

輔
命
婦
の
設
定
は
、
光
源
氏
と
末
摘
花
を
繋
ぐ
う
え
で
は
こ
の
う
え
な
い
立

場
の
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
帝
の
皇
子
と
し
て
生
れ
て
臣
籍
降
下

し
た
光
源
氏
と
、
常
陸
宮
の
娘
と
し
て
没
落
し
た
宮
家
の
窮
状
の
中
に
置
か

れ
た
女
君
を
繋
ぐ
た
め
に
は
、「
わ
か
む
ど
ほ
り
」
と
い
う
両
者
に
共
通
す
る

出
自
を
持
つ
女
房
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
輔

命
婦
は
光
源
氏
と
末
摘
花
の
ど
ち
ら
に
も
寄
り
添
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
役

割
を
終
え
た
後
、
物
語
か
ら
退
場
す
る
の
で
あ
っ
た
。

注
（
1
）	『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、

巻
名
、
冊
数
、
頁
数
を
付
す
。
ま
た
、
私
に
傍
線
等
を
付
す
。
以
下
、
同
じ
。
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（
2
）	

今
井
源
衛
「
末
摘
花
の
造
型
」『
今
井
源
衛
著
作
集	

第
二
巻	

源
氏
物
語
登

場
人
物
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
二
頁
（
初
出

：

一
九
五
五

年
九
月
）。

（
3
）	
白
方
勝
「
末
摘
花
巻
の
構
造
―
大
輔
の
命
婦
を
視
点
に
し
て
―
」『
源
氏
こ

ぼ
れ
草
』
二
七
、
一
九
九
三
年
五
月
。

（
4
）	

坂
本
共
典
「
源
氏
と
末
摘
花
」
森
一
郎
編
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』

勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
、
二
一
九
頁
。

（
5
）	

陣
野
英
則
「
女
房
の
話
声
と
そ
の
機
能
―
「
末
摘
花
」
巻
の
大
輔
命
婦
の

場
合
―
」『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、

九
七
頁
（
初
出

：

一
九
九
六
年
二
月
）。

（
6
）	

西
郷
信
綱
「
色
好
み
の
遍
歴
」『
源
氏
物
語
を
読
む
た
め
に
』
平
凡
社
、
一

九
八
三
年
。

（
7
）	

注
（
5
）
に
同
じ
、
一
〇
七
頁
。

（
8
）	

吉
海
直
人
「「
親
類
の
女
房
」
攷
―
乳
母
に
比
肩
す
る
女
房
―
」『
日
本
文
学
』

四
九
―
三
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

（
9
）	

藤
本
勝
義
「
明
石
姫
君
の
乳
母
と
夕
顔
の
乳
母
」『
源
氏
物
語
の
想
像
力
―

史
実
と
虚
構
―
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
（
初
出

：

一
九
八
五
年
一
〇
月
）。

（
10
）	

古
田
正
幸
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
乳
母
一
族
の
系
譜
―
大
弐
の
乳
母
、

惟
光
、
藤
典
侍
か
ら
六
の
君
へ
―
」『
平
安
物
語
に
お
け
る
侍
女
の
研
究
』

笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
（
初
出

：

二
〇
〇
九
年
六
月
）。

（
11
）	

吉
海
直
人
「
乳
母
の
歴
史
的
展
開
」『
平
安
朝
の
乳
母
達
―
『
源
氏
物
語
』

へ
の
階
梯
―
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
。

（
12
）	

吉
海
直
人
「
末
摘
花
の
乳
母
達
」『
平
安
朝
の
乳
母
達
―
『
源
氏
物
語
』
へ

の
階
梯
―
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
、
二
一
二
頁
。

（
13
）	

吉
海
直
人
「「
さ
し
つ
ぎ
」
は
ナ
ン
バ
ー
2
か
」『『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
表

現
』
新
典
社
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
五
頁
（
初
出

：

二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
14
）	

中
で
も
、
角
田
文
衞
『
日
本
の
後
宮
』（
学
燈
社
、
一
九
七
三
年
）
や
加
納

重
文
「
典
侍
考
」（『
平
安
文
学
の
環
境	

後
宮
・
俗
信
・
地
理
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
八
年
（
初
出

：

一
九
七
九
年
八
月
））
に
詳
し
い
。
ま
た
、
角
田
文

衞
『
日
本
の
後
宮
』
所
収
の
「
主
要
官
女
表
」（
学
燈
社
、
一
九
七
三
年
）
や
、

『
平
安
時
代
史
事
典
』
資
料
・
索
引
編
所
収
の
「
日
本
古
代
後
宮
表
」（
角

田
文
衞
編
・
西
井
芳
子
増
訂
、
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
平
安
朝
の

乳
母
・
典
侍
等
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）	

角
田
文
衞
「
後
宮
の
変
貌
」『
日
本
の
後
宮
』
学
燈
社
、
一
九
七
三
年
、
一

八
〇
頁
。

（
16
）	『
枕
草
子
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、

章
段
名
、
頁
数
を
付
す
。

（
17
）	『
落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、

巻
数
、
頁
数
を
付
す
。

（
18
）	

高
田
祐
彦
は
、
浮
舟
の
母
の
中
将
の
君
に
つ
い
て
、「
父
親
を
亡
く
し
て
零

落
の
身
の
上
と
な
り
、
叔
母
の
八
の
宮
北
の
方
の
縁
を
た
よ
っ
て
宮
家
に

仕
え
た
」
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
名
門

の
血
を
引
く
者
と
し
て
の
矜
恃
」
を
見
せ
る
こ
と
を
論
じ
る
（「
中
将
の
君

の
身
分
意
識
を
め
ぐ
っ
て
―
浮
舟
物
語
論
の
序
章
―
」『
源
氏
物
語
の
文
学

史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
三
八
一
頁
（
初
出

：

一
九
九
三

年
））。

（
19
）	

北
啓
太
「
兵
部
省
」『
国
史
大
事
典
』（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。

（
20
）	

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
職
員
令
、
一
七
二
頁
。

（
21
）	

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
官
位
令
、
一
二
八
～
一
二
九
頁
。

（
22
）	『
古
事
類
苑
』
官
位
部
十
四	

兵
部
省
、	

九
〇
六
頁
。

（
23
）	
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
職
員
令
、
補
注
、
五
二
三
頁
。

（
24
）	

森
田
悌
「
兵
部
省
」『
平
安
時
代
史
事
典
』（
下
）
角
川
書
店
、
二
〇
一
一
頁
。
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（
25
）	

渡
邉
由
紀
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
に
み
る
兼
家
―
「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の

の
大
輔
」
考
―
」『
大
妻
国
文
』
三
〇
、
一
九
九
九
年
三
月
。

（
26
）	
藤
原
忠
輔
に
つ
い
て
は
、『
御
産
部
類
記
』
に
は
「
兵
部
大
輔
藤
原
忠
輔
」

と
あ
る
（
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
六
月
一
日
条
）
が
、『
公
卿
補
任
』
で
は

兵
部
大
輔
に
任
官
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
た
め
、
人
数
に
は
含
め

て
い
な
い
。

（
27
）	『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、

巻
、
年
月
、
頁
数
を
付
す
。
以
下
、
同
じ
。

（
28
）	

増
田
繁
夫
訳
・
注
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』（
全
対
訳
日
本
古
典
新
書
）
創
英
社
、

一
九
九
一
年
、
六
八
頁
。

（
29
）	

高
橋
照
美
「
兼
通
と
兼
家
の
不
和
―
「
官
位
の
劣
り
優
り
」
の
背
景
―
」『
立

命
館
文
学
』
六
三
〇
、
二
〇
一
三
年
三
月
。

（
30
）	『
大
鏡
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、
頁

数
を
付
す
。

（
31
）	『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語	

全	

改
訂
版
』（
お

う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
り
、
巻
名
、
頁
数
を
付
す
。

（
32
）	

竹
内
正
彦
「「
あ
は
れ
、
衛
門
督
」
考
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
右
衛
門

督
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
源
氏
物
語
の
顕
現
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
二
年
、

三
五
八
頁
（
初
出

：
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
33
）	

秋
山
虔
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
注
解
十
五	

尾
駁
の
駒
」『
解

釈
と
鑑
賞
』
二
八
―
九
、
一
九
六
三
年
九
月
。

（
34
）	

注
（
25
）
に
同
じ
。

（
35
）	

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
事
典
』（
下
）
東
京
堂
出
版
、
三
九
〇
頁
。

（
36
）	

渡
邉
由
紀
「『
蜻
蛉
日
記
』
に
み
る
章
明
親
王
―
兵
部
卿
宮
に
つ
い
て
の
一

考
察
―
」『
大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
九
、
一
九
九
九
年

三
月
。

（
37
）	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
②
一
四
三
～
一
四
四
頁
、

頭
注
。

（
38
）	

注
（
35
）
に
同
じ
、
三
五
三
～
三
五
四
頁
。

（
39
）	

今
井
源
衛
「
兵
部
卿
宮
―
紫
上
の
父
」『
今
井
源
衛
著
作
集	

第
二
巻	

源
氏

物
語
登
場
人
物
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
（
初
出

：

一
九
五
七
年
）。

（
40
）	

秋
山
虔
「
書
評	

今
井
源
衛
著
『
源
氏
物
語
の
研
究
』」（『
源
氏
物
語
の
世
界

―
そ
の
方
法
と
達
成
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
（
初
出

：

一

九
六
二
年
一
一
月
））、
坂
本
昇
「
朝
顔
の
生
き
方
―
親
王
の
女
（
一
）
―
」

（『
源
氏
物
語
構
想
論
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
藤
本
勝
義
「
式
部
卿

宮
―
「
少
女
」
巻
の
構
造
―
」（『
源
氏
物
語
の
想
像
力
―
史
実
と
虚
構
―
』

笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
（
初
出

：

一
九
八
二
年
三
月
））、
田
坂
憲
二
「
鬚

黒
一
族
と
式
部
卿
宮
家
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
政
治
の
季
節
〉・
そ
の
二

―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
（
初
出

：

一
九
九
〇
年
））
な
ど
。

（
41
）	

星
山
健
「「
真
木
柱
」
巻
に
お
け
る
式
部
卿
宮
像
と
為
平
親
王
―
子
息
達
の

官
位
に
着
目
し
て
―
」『
王
朝
物
語
史
論
―
引
用
の
『
源
氏
物
語
』
―
』
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
四
頁
（
初
出

：

二
〇
〇
七
年
）。

（
42
）	

鷲
山
茂
雄
「
螢
兵
部
卿
宮
」『
講
座	

源
氏
物
語
の
世
界
〈
第
五
集
〉』
有
斐
閣
、

一
九
八
一
年
、
一
五
二
頁
。

（
43
）	

白
井
た
つ
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
す
き
」
の
系
譜
―
螢
兵
部
卿
宮

を
中
心
と
し
て
―
」『
文
芸
研
究
』
九
四
、
一
九
八
〇
年
五
月
。

（
44
）	

阿
部
好
臣
「
螢
兵
部
卿
宮
の
位
相
」『
語
文
』
八
三
、
一
九
九
二
年
六
月
。

（
45
）	

久
下
裕
利
「
兵
部
卿
宮
あ
る
い
は
式
部
卿
宮
に
つ
い
て
―
王
朝
物
語
官
名

形
象
論
―
」『
論
叢
源
氏
物
語
2	

歴
史
と
の
往
還
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
46
）	
拙
論
「
源
氏
物
語
王
命
婦
論
―
「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
が
り

き
こ
ゆ
」
の
対
象
を
起
点
と
し
て
―
」『
玉
藻
』
四
九
、
二
〇
一
五
年
二
月
。
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（
47
）	

注
（
12
）
に
同
じ
。

（
48
）	

清
水
好
子
「
侍
女
た
ち
」『
源
氏
の
女
君
増
補
版
』
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
。

（
49
）	
吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』
の
乳
母
達
」『
平
安
朝
の
乳
母
達
―
『
源
氏
物
語
』

へ
の
階
梯
―
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
。

（
50
）	

本
居
宣
長
「
末
摘
花
」『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
（
本
居
宣
長
全
集	

第
四
巻
）』

筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
三
九
七
頁
。

（
51
）	

萩
原
廣
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』「
末
摘
花
」
櫻
園
書
院
、
一
九
二
六
年
、
四

二
〇
頁
。

（
52
）	

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈	

第
二
巻
』「
末
摘
花
」
一
七
四
頁
、
鑑
賞
。

（
53
）	「
兵
部
の
大
輔
は
宮
家
と
よ
ほ
ど
縁
の
深
い
人
（
末
摘
花
の
兄
か
）
と
考
え

ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」

二
四
七
頁
、
頭
注
）。

（
54
）	

注
（
4
）
に
同
じ
、
二
二
一
頁
。

（
55
）	

注
（
12
）
に
同
じ
、
二
一
三
頁
。

（
56
）	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は
、「
兵
部
大
輔
は
常
陸
宮
の
縁
者
ら
し
」

い
と
指
摘
し
て
い
る
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」

②
二
六
六
頁
、
頭
注
）。

（
57
）	

注
（
39
）
に
同
じ
、
一
〇
六
頁
。

（
58
）	

松
田
豊
子
「
源
語
常
陸
の
表
現
映
像
―
平
安
公
卿
の
国
司
兼
任
―
」『
源
氏

物
語
の
地
名
映
像
』
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
八
三
頁
（
初
出

：

一

九
八
九
年
一
二
月
）。

	

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


